
 
 
 
 
 
 
 
 
  日田市監査委員告示第 ３ 号 
 
 
 
 
  地方自治法第１９９条第１４項の規定により、定期監査の結果に対する 
 
 措置について次のとおり公表する。 
  
 
 
  
 監 査 対 象 ： こども未来課、こども家庭相談室 
         認定こども園、小規模保育園 
 
  
 措置の内容 ： 別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
            令和５年１月２６日 
 
              日田市監査委員  小 ケ 内  聡 行 
 
                 同      溝 口 千 壽 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○写



定期監査結果に基づく措置の状況について 

監査の結果 措置の内容 

【こども未来課】 

○放課後児童健全育成事業について 

日田市放課後児童健全育成事業は、国の子ど

も・子育て支援交付金交付要綱及び大分県放課

後児童健全育成事業費補助金交付要綱に定める

対象事業として、対象経費等の３分の１の国庫

交付金及び県費補助金がそれぞれ交付されてい

る。 

こども未来課では、実施要綱等に基づき、市

内18の児童クラブの管理運営を、各地区の運営

委員会を相手方とする委託により実施してお

り、主に、市委託料、保護者負担金を財源とし

て各児童クラブの運営を行っている。 

令和元年度の監査において、繰越金が年々増

加している児童クラブが見受けられることにつ

いて所見を伺ったところ、必要以上の繰越金が

発生する状況については、受益者負担の観点か

らも好ましいものではなく、各クラブと協議を

行うとの回答から、令和２年度には「支出総額

の7割を人件費の目安とする」などの、予算執

行にかかる「基準」を作成し、令和３年度決算

では、人件費割合は全体平均で64.2％となり、

繰越金は10の児童クラブで減少し改善が見られ

た。 

しかしながら、「次年度への繰越金は、運転

資金として児童クラブの年間予算の１割程度を

目安とする」基準に対して繰越金の割合は、７

つの児童クラブにおいて３割を超える状況とな

っている。  

新型コロナウイルス感染症の影響による活動

制限があったことは推察されるが、繰越金が増

加している児童クラブが見られることから、今

後の繰越金の取扱いについて、再度所見を伺う。

【こども未来課】 

 

児童クラブ会計における繰越金については、

令和２年度に「日田市放課後児童健全育成事業

における予算執行にかかる基準」を策定し、年間

予算の１割程度を目安とする繰越金の基準を定

め、改善に取組んでまいりましたが、依然として

基準を超えるクラブが存在する状況にありま

す。 

これは、長引く新型コロナウイルス感染症の

影響から、例年通りのイベント等が実施できな

かったことが原因の一つと考えております。 

市としても、繰越金の改善に取組まなければ

ならないことは認識しており、令和４年度から

新たな取組として、社会保険労務士による巡回

支援アドバイザー事業を実施し、各児童クラブ

の実情を把握し、雇用契約や賃金をはじめとす

る労務管理に対する助言や指導を行うことで、

適正な予算執行を促すこととしています。 

また、放課後児童クラブの育成支援の質の向

上に取組みながら、例月実施している各児童ク

ラブの運営費の状況把握や、適正な予算執行へ

の助言や指導について、今後も引き続き行って

いくことで、繰越金の改善に努めてまいりま

す。 
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